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☛ 勲章受章

佐合重光前八百津町商工会長 様

旭日双光章（中小企業振興功労）を受章されました。

このたび、秋の叙勲で佐合重光氏

（現佐合食品工業㈱取締役会長）が、旭日双光章を受章されました。

佐合重光氏は、平成１４年５月から令和３年５月までの１９年に亘り、

八百津町商工会長を歴任され、平成２６年５月から３か年岐阜県商工会

連合会副会長を務められたほか、全国こんにゃく協同組合専務理事、岐

阜県こんにゃく協同組合代表理事のほか、各種団体の役員を歴任され、

八百津町内はもとより岐阜県内の商工業の振興に貢献された功績により

このたびの受章となりました。心よりお慶び申し上げます。

☛ 特産品認定事業

「おいしい八百津推奨品」スタートしました！

「おいしい八百津推奨品」とは…

八百津町が推奨する新しいPR商品です。

販売開始から２年以内の産品（商品）を公募し、八百津町の風土と歴史

に育まれた八百津町ならではの魅力や物語性、オリジナリティ、信頼性、

将来性などの観点で審査を経て、認定されたものが「おいしい八百津推

奨品」です。今年度は、以下の３品が認定されました。

◆ 純米吟醸久田見

・花盛酒造ラベル（花盛酒造㈱）

・満寿美屋ラベル（満寿美屋）

◆ 美濃特選だし酢 （内堀醸造㈱）

◆ 純米大吟醸酒 （内堀醸造㈱）

👉 https://yaotsu-mall.com/oishii_yaotsu/
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☛ 税を知る週間

名古屋国税局関税務署管内 税に関する高校生の作文

八百津高等学校 ２年生 纐纈彩弓さん
（一社）中濃法人会八百津支部長賞を受賞されました。

令和３年度国税庁主催の「税に関する高校生の作文」に於いて、

八百津高等学校 ２年生 纐纈彩弓さん が

（一社）中濃法人会八百津支部長賞を受賞されました。

国税庁では、日頃から国民各層・納税者の皆様に租税の意義、役割や税務行政の現状について、

より深く理解していただき、自発的かつ適正に納税義務を履行していただくために、納税意識の

向上に向けた取組みを行っています。

特に、毎年11月11日から11月17日までの1週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に

様々な広報広聴施策を行うとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会

としています。

本年度も、高等学校の協力を得て「税に関する高校生の作文」の募集が行われ、次代を担う高校

生の皆さんが、税を題材とした作文を書くことを通じて、税に対する関心を一層深めていただき

たいという趣旨で毎年実施されています。
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☛ 地域産業の広報活動

産業会館展示室 リニューアルしました！

八百津町商工会館 1階にある産業会館展示室を一新しました。

産業会館展示室は、八百津町内の産業を理解いただくために八百津町内の工業製品

を展示しています。

今回のリニューアルは、照明設備のLED化（省エネ対策）及び展示製品の一新を実施

しました。

中央の柱には、町内の工業をタペーストリーで紹介、また壁面に八百津の商いの成り

立ちをボードで紹介するなど今までの展示室からイメージが明るく、わかりやすい展示

となっています。

今後も展示事業者を募集して参りますので、展示を希望される事業者様は、展示につ

いてご検討ください。

展示いただいている事業者のみなさんは、一覧表のとおりです。

☛ 年末調整

◎ 年末調整は、令和４年１月２０日（木）までに ・・・

年末調整個別相談所を下記の日程で開催します。

担当税理士： 大矢啓資 先生

令和４年 １月 ７日（金）午前９時～１２時

1月１４日（金）午前９時～１２時

場所：八百津町商工会

※本個別相談は、県の補助金を受けています。
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商工会は経営支援を通じて企業の未来に貢献する！

八百津町商工会

加茂郡八百津町八百津3800－4

TEL（0574）43－0266　FAX（0574）43－2448

E－mail : yaotsu@ml.gifushoko.or.jp
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☛ 営業許可

〇 仕出しを始めたい方は …
飲食店営業の許可が必要です。

飲食店営業とは、

・一般食堂 ・レストラン ・すし屋 ・居酒屋 ・仕出し屋 ・弁当屋 ・喫茶店 等 です。

※従って、飲食店の営業許可を持っている事業者の方は、仕出し屋さんを始めること

ができます。

（注意） 仕出しを行う場合は、食品表示が義務づけられているのでご注意ください。

１）食品表示が不要な場合

飲食店が客の注文に応じて弁当、そうざいをその場で容器に詰めて対面販

売する場合や、ランチタイムなどの繁忙期に備えてあらかじめ販売見込み

量を容器に入れて販売する場合、食品表示は不要です。

２）一部の表示が不要な場合

製造所と販売所が同じ施設や敷地で弁当やそうざいを調理し、容器包装し

たものを自ら販売する場合は表示義務があるものの、原材料名・内容量・

原料原産地名など一部の項目の表示が不要です。

３）すべての表示が必要な場合

販売店舗とは別の場所で製造された弁当・そうざいを店舗に陳列して販売

する場合やインターネットなどで通信販売する場合は、すべての項目を表

示することが必要です.

〇 詳しくは、中濃保健所 （０５７４）２５ー３１１１へお尋ねください。

☛ CCNet やおつ

八百津町商工会青年部 主催

「八百津ふるさと応援花火」が CCNet やおつで放送されます。

◆放送日時 ： １２月１５日（水）

放送時間 ： ＊６：００～６：４０ （４回繰り返し） ＊７：００～７：４０ （４回繰り返し）

＊８：００～８：４０ （４回繰り返し） ＊１５：００～ ＊１７：００～

＊１８：００～１８：４０ （４回繰り返し） ＊１９：００～１９：４０ （４回繰り返し）

＊２０：３０～ ＊２２：００～

※お見逃しなきよう、ご覧ください！



やおっち商い通信
令和3年１２月号

八百津町商工会

https://www.gifushoko.or.jp/yaotsu/☛ 新型コロナウイルス経済対策

新型コロナウイルス緊急事態宣言またはまん延防止重点措置の影響で

売上が減少している事業者様へ！

「 給付金の申請！」 お忘れではありませんか？

◎給付対象

① 緊急事態措置またはまん延防止重点措置に伴う

飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

② 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月の内、

対象措置の影響を受けて月間売上が２０１９年または２０２０年の

同じ月と比べて減少していること

→ ①と②を満たせば、業種／地域を問わず給付対象となり得ます！

注）減少幅により制度が異なり、また減少幅により給付対象とならない場合があります。

１．月間売上が２０１９年または２０２０年の同じ月に比べて

５０％以上減少している事業者

→ 国の「月次支援金」の対象事業者

◎申請期間 １０月分 ： 202２年１月７日まで

※なお、登録確認機関での事前確認が必要な方は、

２０２１年１２月２８日までに事前確認を行ってください。
→ 詳しくは、HPで「月次支援金（１０月分）」で検索 いただ くか、商工会へお問い

合わせください！

２．月間売上が２０１９年または２０２０年の同じ月に比べて

３０％以上５０％未満減少している事業者

→ 県の「売上減少事業者支援金」の対象事業者
◎申請期間 １０月分 ： 202２年１月７日まで

※ ① 国の月次支援金１０月分の給付対象となる事業者は対象外

② 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第８弾）の対象となる

事業者は対象外

→ 詳しくは、HPで「岐阜県売上減少事業者支援金（第３弾）」で検索 いただくか、

商工会へお問い合わせください！


